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「カタチ」の価値を、確かなものに。

デザイン、ビジネス、イノベーションを 支える意匠審査官。

経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内

0201

J
A

P
A

N
 P

A
T

E
N

T
 O

F
F

IC
E

 ｜
 D

E
S

IG
N

 E
X

A
M

IN
E

R

J
A

P
A

N
 P

A
T

E
N

T
 O

F
F

IC
E

 ｜
 D

E
S

IG
N

 E
X

A
M

IN
E

R
経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内

携帯用表示器付き
電子計算機（平成2年）
意匠登録第910949号

織物縞（明治22年）
意匠登録第1号

電話器（大正15年）
意匠登録第31726号

渦巻線香（大正3年）
意匠登録第10466号

タイプライター（昭和18年）
意匠登録第88222号

電気炊飯器（昭和31年）
意匠登録第121606号

ラジオ受信機（昭和33年）
意匠登録第144811号

紙箱（昭和27年）
意匠登録第100537号

自動車（昭和33年）
意匠登録第136782号

電子計算機（昭和41年）
意匠登録第264735号

腰掛（昭和31年）
意匠登録第123839号

テレビ受像機（昭和32年）
意匠登録第130707号

いす（昭和48年）
意匠登録第372684号

テーププレーヤー（昭和59年）
意匠登録第628435号

ラジオ受信機付テープ
レコーダー（昭和48年）
意匠登録第362394号

運動ぐつ（昭和44年）
意匠登録第281879号

乗用自動車（昭和47年）
意匠登録第394194号

デジタルカメラ（平成13年）
意匠登録第1169581号

携帯無線電話機
（平成4年）
意匠登録第945569号

携帯電話機（平成12年）
意匠登録第1119715号

自立歩行ロボットおもちゃ
（平成11年）
意匠登録第1076843号

乗用自動車（平成14年）
意匠登録第1192409号

電気バイオリン（平成9年）
意匠登録第1009182号

衣類乾燥機付
電気洗濯機（平成15年）
意匠登録第1182557号

乗用自動車（平成27年）
意匠登録第1521541号

産業用ロボット（平成26年）
意匠登録第1507942号

電動四輪車（平成27年）
意匠登録1523614号

ヘッドマウントディスプレイ
（平成27年）
意匠登録第1535694号

裁縫機のフレーム（昭和7年）
意匠登録第57766号

ラジオ受信機（昭和5年）
意匠登録第49313号

三輪自動車（昭和15年）
意匠登録第84989号

電子オルガン（昭和60年）
意匠登録第655936号

カメラ（昭和56年）
意匠登録第548348号類似第2号

腕時計本体（昭和57年）
意匠登録第473703号
類似第6号

乗用自動車（昭和43年）
意匠登録第289039号

耕耘機（昭和44年）
意匠登録第306118号

写真機（昭和36年）
意匠登録第171548号

キッチンユニット
（昭和52年）
意匠登録第448598号

包装容器（昭和54年）
意匠登録第500401号

デジタルオーディオディスクプレーヤー
（平成5年）
意匠登録第934409号

包装用瓶（平成23年）
意匠登録1411571号

ロボット（平成9年）
意匠登録第1019892号

ゲーム機用操作器
（平成6年）
意匠登録第952253号

言語処理機（昭和57年）
意匠登録第595849号

テープレコーダー（昭和36年）
意匠登録第170954号

パズルおもちゃ（昭和57年）
意匠登録第573929号

電気掃除機本体（平成14年）
意匠登録第1172270号

はさみ（平成14年）
意匠登録第1179308号

ビデオテープレコーダー付
テレビカメラ（昭和61年）
意匠登録第702414号

専売特許所大手町庁舎
（1885年当時）

商工省特許局三年町庁舎
（1934年完成）

現在の特許庁庁舎
（1989年完成）

デジタルカメラ
（平成26年） 
意匠登録第1508620号

表２（表紙裏）

商業用建築物（令和2年）
意匠登録1671773号

書店の内装（令和2年）
意匠登録1671152号

時代と共に発展するデザイン

18世紀後半に欧州で始まった産業革命

は、モノの生産システムを手工業から機

械工業へと変え、人々の生活を変革させ

る工業製品が量産されるようになりまし

た。しかし、それらは、手仕事によって

生み出されてきた従来のモノのように、

必ずしも人々の生活に馴染む洗練されて

はいませんでした。こうした背景の下、

機械化によってモノから失われた質や人

間性を回復させ、新しい産業と生活との

調和をもたらす営みとして近代的なデザ

インの概念が生まれたのです。

一方、米国では、20世紀初頭になると、

著しい経済発展と共に世界に先駆けて大

量生産・大量消費の時代が到来。人々は

市場においてデザインの優劣が製品の売

上げを大きく左右することに気付き始め

ます。生産性に配慮しつつも、人々の多

様なニーズに適合するようデザインされ

た製品が市場を席巻するようになって

いったのです。

こうした欧米の動きに追随してきた日

本においても、20世紀中盤になると、産

業界の中でデザインが本格的に導入され

始めます。高度な技術に裏打ちされ、日

本的な美意識を基にデザインされた高品

質な自動車や家電製品などは、海外にお

いても「メイド・イン・ジャパン」とし

て評価され、高度経済成長を牽引してい

きました。

そして現代。人々の価値観が多様化し、

高度情報化社会や高齢化社会への対応、

持続可能な社会の実現など、新たな社会

的課題が顕在化する中で、我々の身の回

りの製品には、より豊かな生活の実現、

経済の発展、あるいは社会的課題の解決

のためのイノベーションが絶えず求めら

れています。デザインは、既存技術を基

にユーザーや環境の視点から製品に新た

なカタチを与えるばかりでなく、理想的

なカタチを提示することで、新たなイノ

ベーションを牽引する手段ともなります。

今まさにデザインにはイノベーションの

原動力となることが期待されているので

す。

デザイン、ビジネス、

イノベーションを支える意匠審査官

デザインという知的な創作活動は、

様々な知的財産を生み出します。この

知的財産のうち、モノのカタチとして

のデザイン、すなわち「意匠」は、美

しさ、使いやすさ、作りやすさなど、

製品自体に魅力や利点をもたらすだけ

でなく、ブランドイメージをも形成し

得るため、企業の競争力、経営資源と

なる重要なものです。

この「意匠」を、意匠法という法律

に従って公的に保護する仕組みが意匠

制度です。意匠を保護するには、その

意匠を特許庁に出願し、審査を経て登

録を受ける必要がありますが、ここで、

意匠の独占権である「意匠権」の付与

という重要な役割を担う国家公務員が

特許庁の「意匠審査官」なのです。

また、意匠審査官の役割は、審査だ

けに限りません。意匠に関する制度設

計、国際業務、 広報・普及啓発など、

意匠制度を取り巻く多様な業務を通じ

て、デザイン、ビジネス、イノベー

ションを支え、産業の発達に寄与して

いるのです。

音量調整用画像（令和2年）
意匠登録1687282号



意匠課長からのメッセージ
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経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内

特許庁のミッション・ビジョン・バリューズ

より良い未来を拓く「知」は、

一人ひとりの「やりたい」から始まり、

その情熱こそが、真に豊かな未来へ導いてくれることを確信しています。

私たちは、「知」に寄り添い、

培ってきた実務の知見と最先端の技術を融合しながら、

未来を拓く「知」が育まれ、新たな価値が生み出される知財エコシステムを、

知的財産に関わる全ての人たちと協創します。

暮らしの質の向上から社会的課題の解決まで、

一人ひとりが創造力を発揮したくなる社会を実現するため、

イノベーションを促進することに

私たちは、全力で取り組みます。

Mission

「知」が尊重され、一人ひとりが

創造力を発揮したくなる社会を実

現する

Vision

産業財産権を通じて、未来を拓く

「知」が育まれ、新たな価値が生

み出される知財エコシステムを協

創することで、イノベーションを

促進する

Values

・透明性をもって、公正、公平に実務を行う

・ユーザーの立場で考える

・前例にこだわらず、改善を続ける

・新たな技術・知識を常に学び取り入れ、

プロフェッショナルとして主体的に行動する

・多様な個性を尊重し、かけ合わせ、お互いを

高め合う

・特許庁全体の視野に立つ

01 イントロダクション

03 特許庁のミッション・ビジョン・

バリューズ

04 意匠課長からのメッセージ

05 知的創造活動を支援する産業財産権制度

07 意匠制度の概要

09 特許庁の組織と役割

10 意匠審査官のキャリアパス

11 意匠審査官の業務 ①審査官、審判官

として

13 意匠審査官の業務 ②行政官として

15 業務紹介とメッセージ

20 意匠審査官の一週間

21 若手座談会

23 充実した研修制度

24 働き方改革の推進

25 採用情報

みなさんは、就職活動をする前から意匠審査官という職種をご存じでしたでしょうか。多くの方は、

聞いたことがないか、詳しくはわからないといったところかと思います。

意匠審査官の業務内容等については、次ページ以降の案内に詳細な説明が掲載されているので、ぜ

ひそちらをご覧いただければと思いますが、意匠審査官は、意匠審査の専門家である前に、国家公務

員であるということを皆さんには強く意識していただきたいと考えています。

日本国憲法第15条第2項には、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」

とあり、国家公務員法第96条には、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために

勤務し、～」とあります。したがって、国家公務員である意匠審査官が業務を遂行するにあたっては、

国民全体のためになっているか、公共の利益のためになっているかを常に判断軸として持つことが求

められます。

意匠審査においては、出願された意匠が法律で定められた登録要件を満たしているかを意匠審査基

準に沿って審査しますが、同時に、この意匠が権利化されることは、権利者のビジネスにとって有効

か、逆に強すぎる権利となって産業界全体の発展を阻害しないか、についても思いを馳せながら判断

してほしいと思います。

行政官としての業務においても、例えば意匠制度の見直しをする際は、ユーザーニーズを見極めて

適時適切な対応を行っていくことが重要ですが、権利者と第三者とのバランスをしっかりと考えるこ

とも必要です。

特許庁では多種多様な研修が用意されておりますが、これを単に自分自身の成長のためと捉えず、

自分を成長させることによって、より質の高いサービスをユーザーに提供するため、と捉えて欲しい

と思います。

ユーザーのビジネスのため、社会全体のために意匠審査官として働きたいと思う方をお待ちしてい

ます。

意匠課長 久保田 大輔

すべては

ユーザーのビジネスのために

INDEX



知的財産権と産業財産権

知的財産権とは、人間の幅広い知的創

造活動によって生み出されたものを、財

産として一定の期間保護する権利です。

そのうち、特許権、実用新案権、意匠権、

商標権の４つを総称して、産業財産権と

いいます。産業財産権に含まれない知的

財産権には、例えば著作権があります。

産業財産権制度の目的

産業財産権制度は、公益的観点から権

利者と第三者それぞれの利益のバランス

を考慮し、産業の発達に寄与することを

目的としています。

権利者には、創作された技術（特許・

実用新案）、デザイン（意匠）、名称や

マーク（商標）について独占権を与え、

模倣防止のために保護することによって、

新たな創作意欲や研究開発を促進したり、

取引上の信用を維持したりすることで、

産業の発達を促します。

第三者には、特許庁に出願された特許

情報や登録意匠の情報等を公開すること

によって、他人と重複した研究や開発の

無駄を省いたり、新しい創作のヒントを

与えたりすることで、産業の発達を促し

ます。

その一方で、権利者は独占権を得た内

容を開示する義務を負い、また、第三者

は他人が得た独占権を尊重する義務を負

います。

産業財産権制度は、権利者と第三者そ

れぞれが、互いに権利を得つつも義務を

負うことで、産業の発達に寄与していま

す。

主な知的財産権 知的財産の複合的保護の例

産業財産権と知的創造サイクル

産業財産権制度は、①研究開発（創

造）された優れた成果を保護（権利化）

し、②産業財産権の活用等によって収益

を生み出し、③そして再び新しい研究開

発に役立てるという、知的創造サイクル

の原動力となっています。

産業財産権の活用形態

権利者は、取得した産業財産権を独占

的に活用することができます。活用形態

には以下があります。

（1）自己実施

権利者自らが、独占的に実施すること

により、自社製品の製造販売等を有利に

行えます。

（2）許諾（ライセンス）

取得した権利は、他人に許諾（ライセ

ンス）して、その対価を得ることができ

ます。

（3）移転（譲渡・担保）

財産権として、権利自体を移転（譲

渡・担保化）することができます。

知的財産の複合的保護

一つの製品に関して、技術的アイデア

は特許権、外観のデザインについては意

匠権、商品名やマークについては商標権

を取得するなど、複数の知的財産権によ

り複合的な保護を図ること（いわゆる

「知的財産権ミックス」）で、様々な模

倣に対抗することができるようになり、

ひいてはブランドの形成、企業の競争力

の強化に寄与することができます。

知的創造サイクル

産
業
財
産
権

知
的
財
産
権

意匠権
（意匠法）

●考案（技術的アイデアのうち、物品の形状、構造等に関するもの）を保護

●出願から最長10年の保護

●例：ベルトに取付け可能なスマートフォンカバーの形状に関する考案

●意匠（物品・建築物の形状、模様、色彩や画像）を保護

●出願から最長25年の保護

●例：美しく使いやすい電話機の形状

●商標（商品やサービスを他者と区別するための名称やマーク）を保護

●登録から10年（更新可）の保護

●例：電話機メーカーが他者製品と区別するために表示するマーク

●著作物（思想、感情の創作的な表現）を保護

●作者の死後70年（映画は公表後70年）の保護

実用新案権
（実用新案法）

商標権
（商標法）

著作権
（著作権法）

特許権
（特許法）

●発明（技術的アイデアのうち、高度なもの）を保護

●出願から最長20年の保護

●例：通信の高速化、携帯電話の通信方式に関する発明

知的創造活動を支援する産業財産権制度

創造
（デザイン開発）

保護
（権利取得）

活用
（コスト回収）

出願

意匠権（産業財産権）

利益

商標登録第4640682
号

特許権

商標権

意匠権

スポ－ツシャツ
意匠登録第1324024号

運動用衣類
特許第4061336号

スポーツウェア CW-X

（株式会社ワコールより画像提供）
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経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内
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意匠制度とは

魅力的なデザインは、市場での競争力

を高める一方で、模倣の対象になり得ま

す。意匠制度は、新しく創作された意匠

を創作者の財産と位置付け、その保護と

利用のルールについて定めることにより、

意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与

することを目的としています。

意匠法の保護対象

携帯情報端末、包装用瓶から電気洗濯機、

指輪、椅子、乗用自動車、即席麺に至るま

で、あらゆる製品のデザインが「意匠」と

して意匠権で保護されています。

意匠法の保護対象となる「意匠」とは、

I.物品の形状、模様、色彩やこれらの結

合（以下、「形状等」といいます）、Ⅱ.

建築物の形状等、Ⅲ.画像であって、視覚

を通じて美感を起こさせるものです。ま

た、物品等の「部分」のデザインも「意

匠」に含まれます。

意匠の登録制度

意匠権による保護を受けるためには、

保護を受けようとする意匠について、特

許庁に意匠登録出願をし、意匠登録を受

けなければなりません。出願をする場合、

願書にその意匠を表す図面または写真な

どを添付して特許庁に出願する必要があ

ります。

意匠審査官は意匠登録出願を審査し、

意匠権を与えるか否かを判断しますが、

この判断にあたっては、主に次の要件が

重要になります。

（１）新規性（今までにない新しい意匠

であるか）

出願前に、出願された意匠と同一又は

類似の意匠が国内外で公に知られていな

い、または刊行物やインターネット上等

に掲載されていないこと。

（２）創作性（容易に創作をすることが

できたものでないか）

その意匠の分野について通常の知識を

有する者が容易に創作することができた

意匠ではないこと。

意匠登録の効果

意匠審査官による審査の結果、「登録

査定」を受けると、出願人が所定の手続

きを行うことにより、意匠権の設定の登

録がなされ、その登録内容を周知するた

めの意匠公報が発行されます。

この意匠権は、意匠登録を受けた意匠

（登録意匠）と同一又はこれに類似する

意匠にまで効力が及び、その権利を有す

る者（意匠権者）は、類似する意匠をも

含めた登録意匠をビジネスにおいて実施

（製品の製造、使用、輸出入など）する

権利を専有することができます。

意匠権の存続期間は、意匠登録出願の

日から最長25年間です。

意匠制度の概要

意匠権で保護された身の回りの製品デザインの例 意匠権に期待される効果の例

●外国での審査・
紛争時の優位性獲得

・無審査国での紛争処理
・審査遅延官庁への
アピール

●他者への牽制
・意匠公報の発行
・登録意匠の周知

●信頼性の向上
・オリジナリティの証明
・デザイン力のアピール

●ビジネス機会の拡大
・ライセンス機会の創出
・投資家、金融機関等への
アピール●模倣品・類似品の排除

・警告
・税関での輸入差止め
・裁判所での紛争処理

平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書
「意匠権の取得による効果及びユーザーの多様性に着目
した意匠制度の活用に関する調査研究」を基に作成

●創作意欲の向上
・真の創作者の証明
・創作者への社内報奨

ライバル企業、
模倣品・類似品メーカーなど

裁判所・税関など

外国の特許庁
・裁判所など

取引先企業など

生活者（顧客、消費者）

協力企業、投資家など

模倣品・類似品
メーカーなど

ビジネスを守る ビジネスを発展させる

組織を活性化させる

創作者・社員

経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内
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経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内

出願から
最長25年の保護

実体審査

出願から登録までの流れ

意
匠
の
創
作

出

願

方
式
審
査

意
匠
の
認
定

先
行
意
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経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内
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経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内

初代特許庁長官 高橋 是清

特許庁は、長官、特許技監、総務部、審査業務部、審査第一部、審査第二部、審査第三部、審査第四部、審判部から組織され、

①産業財産権の適切な付与、②産業財産権施策の企画立案、③国際的な制度調和と途上国協力の推進、④産業財産権制度の見直し、

⑤中小企業・大学等に対する支援、⑥産業財産権情報提供の拡充等、日本の産業の発達に向けた取組を積極的に進めています。

意匠審査が行われているのは、審査第一部の意匠審査部門、意匠審判が行われているのは、審判部の第34部門です。意匠審査官

は、意匠権の適切な付与だけでなく、行政官としての業務も行います。

●：審査・審判業務を中心に行う部署
◎：審査・審判周辺業務その他の業務を行う部署

長官

特許技監

総務部 ◎秘書課 ◎企画調査課
◎総務課 ◎普及支援課
◎会計課 ◎国際政策課

◎国際協力課

審査業務部
◎審査業務課 ◎商標課
◎出願課 ●商標審査部門

審査第三部 ●特許審査部門（主に化学関係）

審査第四部 ●特許審査部門（主に電気、通信、情報関係）

審判部 ◎審判課

●意匠審判部門（第34部門）

審査第二部 ●特許審査部門（主に機械関係）

審査第一部 ◎調整課
●特許審査部門（主に物理、光学、社会基盤関係）

◎意匠課
●意匠審査部門

‐ 情報・交通意匠
‐ 環境・基盤意匠
‐ 生活・流通意匠

経済産業省

特許庁

特許庁の役割と組織

採用後は、学業等の経験に応じ、2～4年間の審査官補の期間を経て、審査官に昇任します。昇任後は、審査官として意匠の

審査業務に従事するほか、行政官として意匠に関する施策の企画立案、制度設計、国際業務、広報・普及啓発、ITシステム開

発などに携わる機会があります。また、庁外へ出向する機会もあります。審査・審判と行政の両方の経験を十分積んだ後は、

意匠審査・審判を統括するマネージャーや意匠行政の中核を担うリーダーとしての活躍が期待されます。

P.14

入 庁

係長等

課長補佐

管理職（課室長等）

行
政
官
と
し
て

審
査
官
・
審
判
官
と
し
て

審査官補

管理職（審査長、審判長等）

審判官

審査官

意匠審査官のキャリアパス

P.15

P.16

P.20

P.20

P.4

P.19
意匠審査官が行政官として在籍している課室等の例

◎ 意匠課

◎ 国際協力課

◎ 総務課（広報室）

◎ 総務課（情報技術統括室）

特許庁

※2024年8月時点

◎ 経済産業省（デザイン政策室）

◎ 財務省（東京税関）

◎ デジタル庁

◎ 経済協力開発機構（OECD）

庁外への出向等

P.18



①意匠の理解

願書と願書に添付された図面を読み込み、物品等の用途や機

能、物品等の全体の形態、各部の形態を正確に把握し、先行意

匠調査を行う範囲を決定します。

②先行意匠調査

約1,300万件の意匠情報が蓄積されている「意匠検索システ

ム」を用いて、過去の意匠登録出願、国内外の意匠公報、国内

外のカタログ・雑誌、ウェブサイトを対象として、検討の際に

参考となる先行意匠を調査します。必要に応じて、公開特許公

報や登録実用新案公報を検索したり、SNSや動画投稿サイトな

どインターネット上に参考となる資料が無いかを確認すること

もあります。 

③新規性・創作性等の検討

出願された意匠と、先行意匠とを比較するなどして、出願さ

れた意匠が、今までにない新しい意匠であるか（新規性）、容

易に創作をすることができたものでないか（創作性）など、意

匠法により定められた観点に照らして検討します。

④判断（登録／拒絶）

出願された意匠が拒絶の理由に該当しないと判断した場合は

「登録査定」を行い、拒絶の理由があると判断した場合は「拒

絶理由通知」を行います。（拒絶の理由が解消しない場合、

「拒絶査定」を行います。）審査結果は書面により出願人に通

知するため、平易な表現で要点が的確に伝わるように記載する

ことが必要です。審査官補は、すべての案件について指導審査

官と協議を行い、作成した文書の内容についてチェックを受け

ます。

審判官の業務

拒絶査定に不服がある場合、出願人は審判請求を行うことが

できます。「拒絶査定不服審判」では、審判官の合議体が、判

断をするための調査を行った上で、審査官による拒絶査定が妥

当であったか否かを審理し、審決を行います。

また、本来、権利にはならない意匠に対して意匠権が与えら

れた場合、その意匠権を無効とし、初めからなかったものとす

る手段として、「無効審判」の制度があります。無効審判では、

審判廷等で審判請求人と意匠権者が直接主張や立証、反論を行

い、審判官の合議体が、その意匠権が無効であるか否かを審理

し、審決を行います。

①意匠の理解

②先行意匠調査

③新規性・創作性等の検討

④判断（登録／拒絶）

意匠審査官の業務 ①審査官、審判官として

経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内
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経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内

意匠審査の流れ

審査官の主な業務は、もちろん意匠審査です。意匠審査では、一人ひとりの審査官が複数の分野の審査を担当しています。

主な登録要件

出願人（企業）との意見交換

製品開発を行う企業のデザイナーや技術者、知財担当者と意見交換を行いま

す。担当分野の物品を実際に作って、販売している側の思いを聞いたり、製造

現場に立ち会うことで、担当分野のデザイン・技術等に対する理解が深まりま

す。

展示会への参加

担当分野に関連する展示会が開催される際には、積極的に参加し、情報収集

を行います。実際に担当分野の物品を見たり、触れたりすることで、製品のデ

ザインや技術に対する理解を深めたり、デザイントレンドを掴むことができま

す。

審査に資する情報収集

審査官は、審査を担当する分野の出願を審査するだけでなく、担当分野の業界動向や、製品のデザイン・技術等に対する理

解を深めるために、日頃から様々な方法で情報収集も行います。



先行意匠調査を行う際に利用する「意匠検索システム」や、拒絶理由通知書などの文書作成を

行う「意匠審査周辺システム」のような、意匠審査官をはじめとする職員が使用するITシステム

の開発・改造や、運用・保守等を行います。さらに、内製ツールのアジャイル開発に携わる機会

もあります。

開発は外部事業者等と協力して進めるため、自分自身にプログラミングスキルは必要ありませ

ん。システムのいちユーザーでもある立場としてより良いシステムを実現するため、事業者に分

かりやすく伝える能力（論理的思考力）や、クリエイティブな発想力も求められます。

デザイナー向けの説明会産業競争力とデザインを考える研究会 こども霞が関見学デー

意匠審査官の業務 ②行政官として

経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内
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経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内

意匠五庁（ID5）会合

制度設計

行政官の業務には、制度設計、国際業務、 ITシステム開発、広報・普及啓発などがあり、意匠審査官が活躍する場面は多岐

にわたります。審査官によっては、特許庁以外の組織に出向する機会もあります。具体的な業務内容やそのやりがい、身につ

くスキルなどを、各業務に従事した経験のある審査官からのメッセージとして紹介します。

意匠制度の根幹である意匠法や、意匠審査に用いられる意匠審査基準は、意匠制度を利用する

ユーザー団体、学者、デザイン関係者などの外部有識者による議論を経て、必要に応じて見直し

を行い、適切に維持・管理しています。制度・基準の見直しの必要性を検討するため、例えば近

年では仮想空間ビジネスや生成AI利用の拡大等の今日的課題とデザイン創作に関する調査研究や、

外部有識者の議論の場での事務局業務を、庁内の他の課室とも協力しながら行っています。

国民が利用する制度を改善していけるのは、霞が関で働く醍醐味です。意匠法に限らず知的財

産法全般に関する専門性や大勢の関係者を取りまとめる調整力が身につきます。

意匠分野の国際協力のため、「意匠五庁（ID5）会合」をはじめとする様々な国際会議へ出席

し、世界の知的財産庁の意匠責任者・担当者と議論をします。

また、新興国の知財庁の意匠審査官を研修生として受け入れたり、新興国の知財庁からの要望

に応じてオンラインの講義を提供したりすることにより、新興国に対する人材育成等の支援を行

います。

国際業務を通じて、日本と海外の意匠制度の違いを学ぶことができ、また、日本の考えを海外

知財庁の担当者に理解してもらうために、相手の制度を踏まえて説明する姿勢を身につけること

ができます。

意匠課では意匠制度普及を担うプロジェクトチームを編成し、学生、企業、弁理士、デザイ

ナー、海外のユーザーなど、初心者から専門家まで多種多様な層に向けて、説明会やセミナーの

ようなイベントの実施、動画コンテンツやパンフレットの作成等に取り組んでいます。特許庁広

報室では、意匠制度に留まらず産業財産権全般の広報を担当します。

審査をするだけではなかなか知ることができない権利の「活用」の実態をより深く知ることが

できるのが魅力です。また、相手が誤解していそうなポイントを見極めて、産業財産権の重要性

や魅力に気付いてえるように伝える力が身につきます。

意匠審査官が経済産業省デザイン政策室に出向しており、デザインによる産業振興や地域活性

化等の推進に取り組んでいます。デザイン政策研究会やデザイン研修の開催、デザイン賞の後援、

インタウンデザイナーの拡大、企業ミュージアムに所蔵されたデザイン資源の活用など、業界の

様々なプレーヤーと連携しながら政策を立案し、遂行します。

知財の枠に留まらない幅広い文脈でのデザイン活用に関する知見や、室員を率いるリーダー

シップ、省内外の者との調整・交渉能力が身につきます。

税関では、麻薬や拳銃の取締りだけでなく、権利者からの輸入・輸出差止申立てに基づいた知

的財産権侵害品の取締り業務を行っています。意匠審査官も特許庁から税関へ出向しており、差

止申立てを検討中の権利者との面談、必要書類のチェック、意匠権侵害の疑いがある物品が税関

で発見された場合の類否判断、ユーザーへの講演会などの業務に携わります。

税関は実際の権利行使を間近で見聞きできる現場であり、非常に貴重な経験ができます。また、

意匠権による税関での取締り実績は年々増加傾向にある中で、権利者と同じ目的意識を持って業

務に従事できることには、大きなやりがいを感じます。

効率的かつ品質の高い審査を実施できるように、企業との意見交換会に向けた取りまとめ、早

期審査制度の企画・運用、意匠課や意匠審査部門に必要な予算の確保、審査の進捗状況の取得、

審査の品質管理、人材育成など、様々な観点で審査官を支援します。業務内容は非常に広範とな

るため、各業務を手分けして担当しています。

審査業務に従事した経験を活かしながら、施策を日々改善していけること、そして、それが

（自分自身でもある）意匠審査官に直接還元されていくことにやりがいを感じます。

国際

広報・

普及啓発

ITシステム

開発

デザイン政策

税関

審査企画
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経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内

産業競争力強化を支援する意匠審査官

我が国意匠制度は、近代産業の黎明期

である明治21年（1888年）に始まり、

以来約130年以上の永きにわたり、デザ

インの発展と産業競争力の強化を支えて

きました。

我が国近代産業は、繊維産業等を中心

とする軽工業に始まっており、意匠登録

第1号は、当時の産業動向を反映した織

物地の意匠でした。意匠制度は、独創的

なデザインを保護することで、新たなデ

ザインの創作を奨励し、産業の発達を目

指すものです。我が国意匠制度は、産業

の発展の歴史と共に歩み、その時代に則

しながら、適切な保護の在り方を追求し

続けてきました。

製品やサービスのコモディティ化が進

む今、革新的な技術を開発することに加

え、顧客視点でニーズを見極め、新しい

価値に結び付けることが重要となってき

ています。意匠制度は、こうしたイノ

ベーションの成果を、目に見えるカタチ

の側面から保護していくものであり、意

匠審査官は、もののカタチから創作の主

眼を読み解き、適切に判断して「強く、

広く、役に立つ」権利を適時に設定して

いく役割を担っています。

近年、IoTやAI、ビッグデータ等の新

技術が急速に普及し、産業界を取り巻く

状況は劇的に変化しています。あらゆる

製品やサービスがインターネットにつな

がる時代、新技術の特性を活かした新た

なデザインが次々と生み出されており、

こうしたデザインを適切に保護するため

の制度整備も進んでいます。意匠制度は、

デザインの力による産業競争力を、知的

財産の側面から常に支援し続けるもので

あり、信頼性の高い高品質な審査が不可

欠であることから、意匠審査官への期待

は日々高まっています。

チャレンジ精神のある皆さんに期待

意匠審査官の業務は、意匠審査という

スペシャリストの業務だけではありませ

ん。入庁後の業務は、未来の意匠制度の

企画立案や、国際機関や各国官庁とのグ

ローバルな協力関係の推進、審査を支え

るシステム開発、意匠制度の普及活動な

ど多岐にわたります。特許庁では、多彩

な業務を男⼥分け隔てなく経験すること

ができ、研修制度も大変充実しています。

また、ワークライフバランスを大切にし、

職員相互に尊重しあう働きやすい職場環

境ですので、一生を通じて社会貢献をす

ることができます。

意匠審査官を志望される皆さん、ここ

には皆さんだからこそ活躍いただけるか

けがえのない仕事があります。是非私た

ちと一緒に、デザインの力による我が国

産業競争力の一層の向上を目指してまい

進してみませんか？

デザインによる産業競争力強化を支援する意匠審査官

チャレンジ精神のある皆さんに期待

情報・交通意匠
上席審査長

SHIMOMURA, Keiko

下村 圭子

＜主な経歴＞

1994年 特許庁入庁

1998年 審査官

1999年 英国留学（EJEF）

2001年 国際課 地域政策班 地域政策第二係長

2002年 意匠課 意匠制度企画室

2006年 意匠課 意匠審査基準室

2011年 審判部審判官

2012年 意匠課 意匠審査基準室 課長補佐

2016年 主任上席審査官

2017年 生活・流通意匠 上席総括審査官

2018年 環境・基盤意匠 上席総括審査官

 意匠課 意匠審査基準室長

2019年 環境・基盤意匠 審査監理官

 意匠課 意匠審査基準室長

2020年 意匠課長

2023年 現職

意匠の審査・審判を通じて社会に貢献

学生の頃に魅力的に感じるデザインと

いえば、デザイナーによるクリエイティ

ブな作品や洗練された美的な製品が多い

かもしれません。いわゆる、見て美しく、

デザイン（外観）そのものが製品の主要

な価値となり得るものです。

もちろん、それらはデザインの先鋭的

な一側面であって、その価値は大きなも

のですが、意匠審査を経験すると、そう

したデザインだけが社会を構成している

わけではないことを知ることができます。

朝、扉を開けるドアノブ、自転車のペ

ダル、駅の改札機の傾斜角度、車両のつ

り革、エレベータの階数表示画像、廊下

の壁面パネル、天井のLED照明、椅子の

キャスター、モニタの電源ボタン、キー

ボードのキー形状、多種多様なものごと

が、誰かの創意工夫により計画され、設

計されていることに気がつくことができ

ます。

意匠審査官は、そうした「誰かの創意

工夫」を知ることができる仕事です。そ

して、それらの出願人の方々が、その創

作を保護したい、それにより自らのビジ

ネスを発展させたいとの思いを、意匠権

の付与という業務を通じて支えることの

できる仕事です。

業務を通じて、社会を広く知ることが

でき、また、審査判断を行うという責任

を果たすこともできます。非常に奥行き

のある、発見とやりがいのある仕事であ

ると思っています。

2015年5月13日から日本はハーグ協定

に基づく意匠の国際登録制度を利用でき

るようになったため、従来の国内出願に

加えて、国際意匠登録出願の審査も行っ

ています。国際的なデザイン傾向を見て

取ることができたり、各国の意匠制度を

学ぶことであったり、国内出願の審査と

はまた異なる面白さのある業務です。

審査・審判には日々発見がある

見学にいらした学生の方とお話しして

いると、「意匠審査の面白いところは何

ですか」と問われることがあります。一

つは、様々な新しい創作や製品、サービ

スを知ることができて、「日々、発見が

できる仕事である」ということ、もう一

つ言えば、そうした意匠を審査し権利化

のお手伝いをすることで、（月並みな表

現ですが）「世の中の人や企業ための仕

事ができる」という点ではないかと思い

ます。

また、出張先で実際の製造現場を見せ

ていただけることや、展示会や研修の場

でメーカーやデザイナーの方のお話を聞

くこと、各種法令や知財制度、語学等に

関する研修を受講できるなど、審査・審

判やその関連業務を通じて、貴重な機会

を得られる仕事だと思います。

審査で様々な物品分野を担当した後、

現在は審判業務を担当しています。審判

業務は、3人の合議体によって出願の意

匠を丹念に観察・認定し、議論を通じて

判断を行い、その結果を緻密にかつ分か

りやすく記述することが求められるとい

う難易度の高いものですが、経験を通じ

て自分の能力の幅が広がるように感じら

れ、20年目にして新鮮な気持ちで業務

に当たっています。

意匠の審査・審判を通じて社会に貢献

審査・審判には日々発見がある

審判部 第３４部門
審判官

YAMANAGA, Shigeru

山永 滋

＜主な経歴＞

2005年 特許庁入庁

2009年 審査官

2009年 意匠課 意匠審査基準室/意匠制度企画室

2010年 意匠課 企画調査班 企画調査係長

2012年 普及支援課 調査班 意匠計画係長

2013年 普及支援課 地域調整班

           地域業務第四係長

2015年 意匠課 意匠審査基準室 課長補佐

2020年 総務課 情報技術統括室 課長補佐

 （意匠システム班長）

2022年 情報・交通意匠 審査官

2024年 現職



育児中でも審査＋αの充実した業務

私が入庁した頃、現在のようにワーク

ライフバランスという概念は一般的では

ありませんでしたが、意匠審査官の約半

数が⼥性職員で、仕事と育児を両立して

いる先輩がたくさん居ました。そういっ

たロールモデルとなる先輩方をごく自然

に間近で見ながら、自分のキャリアを積

みつづけられたのは、大変心強いことで

した。

私が産育休を取得していた間に新型コ

ロナウイルスが大流行し、世の中は激変

し、特許庁での働き方にもずいぶん大き

な変化がありました。ですが、この仕事

は育児をしながら働き続けられるという

ゆるぎない信頼があったため、復帰時に

も大きな不安はありませんでした。

実際、復帰後は子どもの病気など想定

外の問題発生が日常茶飯事ですが、フ

レックスタイム、テレワーク、看護休暇

など柔軟な働き方を支える制度をフル活

用することで、乗り越えられています。

充実した制度があり、それを気兼ねなく

活用できる雰囲気のおかげで、復帰直後

から、意匠審査だけではなく、意匠の品

質管理業務や審査基準の改訂業務など幅

広い責任ある業務を経験し、成長ややり

がいを感じながら仕事と育児の両立を実

現することができています。

現在、私はスマートフォンなどの情報

機器の審査に加え、意匠国際ワーキング

グループに所属し、意匠の国際戦略の策

定や国際会議の準備・開催などの業務を

行っています。2024年春には、米欧中

韓の知的財産庁を日本に招いて意匠五庁

（ID5）中間会合を開催しました。チー

ムの皆で会合に向けて、海外知財庁との

調整や海外知財庁と協力して進めるプロ

ジェクトの準備に取り組み、無事ホスト

庁として会合の日を迎えることができま

した。会合では海外知財庁と活発な議論

を行い、互いの理解を深めることができ、

審査業務だけでは得がたい達成感や多様

な知見を得ることができました。

意匠審査官の仕事は、審査以外にも

チームワークでの業務や責任ある多様な

業務を経験する機会が豊富で、働き方に

関わらずそのチャンスがとても公平に与

えられているのも魅力の一つだと感じま

す。

少数精鋭の温かい職場環境

意匠審査官は、50人程度と人数が少

ないからこそ、それぞれの職員が柔軟な

働き方を尊重しつつ、責任ある仕事に従

事しています。私が日々やりがいを感じ

つつ働くことができているのは、心強い

周りの配慮のおかげです。会議中、保育

園の迎えの時間が迫っているとき、「時

間が来たらいつでも抜けていいから

ね！」という一言をさりげなく自然にか

けてもらえる、そんな温かい雰囲気があ

ります。

先輩方が少しずつ環境を整えてきたよ

うに、これからも時代に即して働き方や

業務の進め方をアップデートしていくこ

とと思います。これまで周囲に支えても

らったように、いずれ私も支える側にな

り、今これを読んでいるかもしれない未

来の意匠審査官がより良い働き方ができ

るよう貢献できればと思います。

情報・交通意匠
審査官

KIRINO, Ai

桐野 あい

＜主な経歴＞

2008年 特許庁入庁

2012年 審査官

2012年 意匠課 意匠制度企画室

2013年 意匠課企画調査班 意匠分類企画係長

2014年 意匠課意匠審査基準室

2015年 英国留学（EJEF）

2016年 意匠課企画調査班 企画調査係長

2021年 意匠課意匠審査品質管理委員会

2023年 意匠課意匠審査基準室 課長補佐

2024年 意匠課 国際ワーキンググループ

2024年 現職

育児中でも審査＋αの充実した業務

少数精鋭の温かい職場環境
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経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内

ITシステムを通じて快適な

仕事をサポート

今は昔、意匠審査官は、紙の資料を一

枚ずつ手でめくりながら先行意匠調査を

行い、紙とペンの手書きで出願人に通知

する書類を作成していたそうです。当時

はそれが当然だったわけですが、もちろ

ん現在では、審査業務の全体を通して、

専用の業務システムを利用してPC上で

効率的に行えるように整備されています。

しかし、システムはときに予期せぬ不

具合を起こすこともありますし、法改正

等による業務の変化に合わせてシステム

を改修しなければならないこともありま

す。また、近年では、大規模なシステム

開発を業者に外注するのではなく、小回

りが効くように、エンジニアと協力しな

がら意匠課内でシステムを「内製」する

ことも増えています。このようなシステ

ムの開発や管理も、実は、意匠審査官採

用の職員の仕事のひとつです。

ITシステム関連業務の面白いところだ

と感じるのは、審査業務と相互かつ密接

に結び付いているという点です。業務シ

ステムは、審査業務で起こり得る多種多

様な状況を想定して設計されていますか

ら、業務システムを深く理解することで、

審査業務の知識も深まります。逆も然り

で、審査をしていると「この状況に対応

するために、こういう設計のシステムに

なっていたのか！」などと気が付くこと

が多々あります。審査官がITシステムの

仕事もするというのは意外に思われるか

もしれませんが、そういった点で、双方

の仕事に良い影響を与えています。

そしてもう一つ、この仕事の良いとこ

ろは、身近な人の役に立てるということ

です。国家公務員たるもの、国民全体の

ために仕事をしていますし、そこに魅力

を感じて入庁したのですが、他方で、IT

システム担当者として、隣に座っている

同僚が快適に仕事をできるようにサポー

トするのも、また得がたい充足感があり

ます。そして、同僚が快適に仕事をでき

るようにするということは、その同僚の

仕事を通じて、社会の役に立っていると

いうことに他なりません。

経験が思わぬところで役に立つ

私のバックグラウンドはデザイン系な

ので、ITについて専門的に学んだことは

なく、自分がITシステム関係の仕事をす

ることになるとは、正直想像していませ

んでした。しかしながら、学生時代に授

業や制作で簡単なプログラミングや電子

工作を扱ったことがあったので、その経

験が現在の仕事に活かされています。ま

た、ユーザー視点で行うデザインの考え

方は、システムの企画や設計に大いに役

立っていると感じます。

意匠審査官の仕事には、審査やITシス

テム関係以外にもたくさんの種類があり

ます。また、審査業務の中においても、

多種多様な分野のデザインを審査するこ

とになります。興味があることは広く学

び、そして趣味や遊びでも色々な経験を

しておくと、思わぬところで役に立つか

もしれませんね。

ITシステムを通じて快適な仕事をサポート

経験が思わぬところで役に立つ

生活・流通意匠 審査官/
意匠課 
意匠審査機械化企画調整室

KOSONE, Tomonari

小曽根 智成

＜主な経歴＞

2017年 特許庁入庁

2021年 審査官

2021年 総務課 情報技術統括室

2022年 総務課情報技術統括室

 意匠審査・検索システム係長

2023年 現職
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経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内

意匠課 企画調査班
意匠分類企画係長/
総務課 広報室

NARA, Hinako

奈良 日向子

＜主な経歴＞
2019年 特許庁入庁

2019年 審査第一部 環境・基盤意匠 審査官補

2021年 審査第一部 生活・流通意匠 審査官補

2023年 審査官

2023年 現職

意匠制度の魅力を、もっと知ってもらいたい

普及啓発はまさに「デザイン」！

意匠制度の魅力を、もっと知ってもらい

たい

皆さんは今、意匠権のことをどれくら

い知っていますか？私は意匠課で意匠制

度の普及啓発を担当していますが、意匠

権は、特許権、商標権、著作権など他の

知的財産権と比べて、日常的に意識され

る機会が少ないという現状を実感するこ

とが多いです。

しかし、デザインに興味があってこの

パンフレットを読んでいる皆さんであれ

ば、デザインが大きな価値創造に繋がっ

ていることや、それを真似されないよう

に保護したいと思う気持ちはよく理解で

きるかと思います。

このように、デザインという自身の財

産を守りたい人は多い反面、意匠制度の

ことが十分に知られていない現状の中で、

とりわけ重要となるのが普及啓発です。

どんなに良い政策も、国民にきちんと伝

わっていなければその価値を発揮できな

いのです。

現在意匠課では、意匠制度の普及啓発

を重点項目に据え、学生、初心者、中小

企業、弁理士、デザイナー、海外のユー

ザーなど、多種多様な層に向けて、説明

会やセミナーの実施、パンフレット作成

などに取り組んでいます。

私自身は、大学生向けの講義や、特許

庁へ見学に訪れた方に向けた意匠制度の

説明を担当する機会が多いです。また、

昨年度は海外に居る日本の意匠制度ユー

ザーに向けた、英語のパンフレットも作

成しました。相手がどんな知識を持って

いそうかリサーチしながら、どうすれば

意匠制度に魅力を感じてもらえるか、意

匠権を取得してみようと考えてもらえる

か、試行錯誤の日々です。

普及啓発はまさに「デザイン」！

意匠制度は意匠法に基づいて運用され

ているので、時には、複雑な規定や制度

運用を、法令に沿って正しくかつ分かり

やすく説明することが求められる場面も

あります。

相手の興味を惹きながらも、正しさ・

分かりやすさを失わないようバランスを

取ることは容易ではありません。しかし、

自身のデザインの知識と法令の知識をフ

ル活用できる、最も大きなやりがいを感

じる部分でもあります。

普及啓発業務を担当していると、ター

ゲットを設定し、そこにある課題を見つけ、

リサーチをしながら説明内容を洗練させて

いく過程は、デザインのプロセスによく似

ていると感じます。

意匠審査官の業務は多岐にわたります

が、普及啓発一つを取ってみても、デザ

インに関する専門性やものづくりをして

いる立場の方への理解が大いに役立ちま

す。皆さんも是非、国家公務員として、

デザインや意匠制度の魅力を幅広く発信

してみませんか？

月

自分が審査を担当する出願の内容を確認。願書と図面の

記載から、その物品等の形状を理解することはもちろん、

それを使う人や購入する人の目線に立って、使用すると

きの状況等についても考えます。確認ができたら、検索

システムを使って、先行意匠のサーチを開始します。

火

庁内で実施される技術研修に参加。この日は、企業のデ

ザイナーの方から、製品やサービスのデザイン、さらに

は、デザインを中心に据えた経営手法について講演して

いただきます。普段は聞くことのできない貴重なお話は、

非常に興味深いものばかりです。

水

指導審査官と案件協議。サーチ結果から、自分なりに類

否判断の方向性をまとめ、審査経験豊かな指導審査官に

相談します。判断に悩む時もありますが、審査長も交え

てじっくり話し合い、最終的に納得のいく結論を導き出

します。

木

外勤で担当の物品分野の展示会へ。実際に製品を間近で

見たり、ブースにいる企業の方から説明を受けたりする

ことで、その分野のデザイン動向や製品の使用方法を学

ぶことができます。質の高い審査を行うためにも、展示

会には積極的に足を運んでいます。

金

いよいよ判断を終えた案件について、出願人に通知する

書類を作成します。拒絶理由通知を作成する際には、相

手に少しでも納得していただけるよう、判断理由や根拠

条文を明確にし、今後の応答方法についても丁寧に記載

するように心掛けています。

月

日本が主催する新興国の知財庁職員向けの研修が始まり

ました。今日は、新興国の研修生による各国の意匠制度

についての発表会に参加し、海外の意匠制度の現状や今

後の制度動向について理解を深めます。国内外における

意匠保護を巡る課題への対処検討や、海外との協力関係

を築く上で、日々の情報収集も仕事の一つです。

火

新興国の知財庁職員向けに、自身の審査経験を交えて、

国際意匠登録出願の審査実務についての講義を行います。

講義内容に限らず、日本の意匠制度に関してもたくさん

の質問をいただけたことを嬉しく思いながら、研修生と

交流を深めました。

水

意匠分野の国際協力の枠組みである「意匠五庁（ID5）会

合」の年次会合とユーザーセッションの開催に向けて、

会場の担当者や開催支援事業者との打合せを行います。

意匠五庁の職員に加え、国内外の意匠制度ユーザーが参

加するので、円滑な運営を目指て入念に準備を進めます。

木

意匠五庁（ID5）会合の協力プロジェクトについて、庁内

関係者で進捗確認の打合せを行います。また、有意義な

意見交換の下、日本の新規提案プロジェクトが年次会合

で採択されるよう、意匠五庁の担当者ともメールで事前

調整を進めます。

金

来週からスイス・ジュネーヴにある世界知的所有権機関

（WIPO）で始まる国際会合に向けて、出張行程や会合で

発言する内容の最終確認を行います。忘れ物がないか確

認し、出張準備は万端です。緊張しますが、気を付けて

行ってきます！

意匠審査官の一週間
意匠審査官は、日々どのような業務を行っているのでしょうか？

ほんの一例ですが、審査官補と課長補佐の一週間の業務の様子をご紹介します。

国際協力課
意匠政策班

課長補佐

ISHIKAWA, Amano

石川 天乃

審査第一部
情報・交通意匠
審査官補

KIKUGAWA, Daiki

菊川 大輝

＜主な経歴＞

2023年 特許庁入庁

2023年 現職

＜主な経歴＞

2016年 特許庁入庁

2020年 審査官/意匠課企画調査班 意匠分類企画係長

2020年 意匠課企画調査班 企画調査係長

2022年 財務省 東京税関 知的財産センター 意匠担当

2024年 現職
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D.K.

2023年入庁

S.S.

2022年入庁

Y.U.

2023年入庁

R.U.

2022年入庁

ここに集まったのは若手の審査官補の５人。どのようなきっかけで意匠審査官を志望し、

入庁してからどのような経験を積み、そして今、何を思うのか。彼ら・彼女らに語ってもらいました。

若手座談会 ～意匠審査官はどんな仕事？～

経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内
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経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内

K.N.

2023年入庁

――意匠審査官を志望した理由は何です

か？

S.S. 学生時代、美術学部に在籍してお

り、作品を作る学生・作品制作を仕事に

した人に囲まれて過ごす中で、創作者を

守る仕事に興味を持ったからです。デザ

インは消費者の購買行動に大きな影響力

を持つ一方、外形状であるため模倣され

やすいという側面があります。そういっ

たデザインの保護体制を確実なものとす

ることで、創作者の安心を守る一助とな

ると思い、志望しました。

R.U. 学生時代は建築を専攻しており、

初めはがむしゃらに手を動かしながら形

を作っていましたが、授業でデザインの

歴史を学ぶ中で、機能的・実用的な形に

興味を持つようになりました。手を動か

すのも好きですが、形を生み出す理論的

な裏付けも同様に好きで、意匠審査官と

いう仕事は、「意匠」が元々好きな分野

だったことに加え、「審査」という理性

的な響きに心ひかれ志望しました。

Y.U. 大学では造形表現について研究し

ており、日常においても、美術かデザイ

ンかに関わらず、造形表現を鑑賞するこ

とが好きでした。美術でもデザインでも

ない自分の専攻は就職に結びつきづらい

のではないかと感じていたのですが、意

匠審査官なら自分の得意なこと・好きな

ことを何かしらの形で活かせるのではな

いかと思って目指し始めました。

K.N. ものづくりが好きで、インテリア

や建築を勉強してきましたが、手を動か

すことを仕事にしたいとはあまり思わず、

他にどのようなデザイン関係の仕事があ

るのか調べていた時にこの仕事を知りま

した。学生時代は、デザインを生み出す

難しさを日々感じていたので、創作者を

支える意匠制度に魅力を感じて意匠審査

官に興味を持ちました。

D.K. 大学時代、特になりたい職種があ

るわけでもなく漠然と公務員試験の勉強

をしていたときに、偶然意匠審査官の仕

事を知り、興味を持ちました。個別業務

説明会で審査業務の内容やそのやりがい

について話を伺い、「面白そう！これや

りたい！」と直感的に思い、さらに仕事

を通じて社会の役に立てることに魅力を

感じ、意匠審査官を志望しました。

――実際に入庁して、職場の印象は変わ

りましたか？

K.N. 公務員なのでお堅い人が多いのか

なと思っていたのですが、入庁してみる

と、親切で穏やかな人が多かったです。

業務外でも時折親睦会を開催していたり、

部活動に参加されている方がいたりと職

員同士のつながりを大切にしていると感

じました。

R.U. 「役所」というものは、FAXやハ

ンコなどの非効率なものが根強く残って

いるイメージがありましたが、特許庁は、

必要な書類の作成はほとんどPC上で完

結するように巨大なシステムが整備され

ており、かなりデジタル化が進んでいる

印象を受けました。

Y.U. 入庁してから審査官になるまでに

２～４年かかるので、民間企業に就職し

た友人などと比較すると一人前になるま

での期間が長いと思います。ただ、その

分研修にじっくりと取り組む環境が用意

されていて、自分としてはむしろ働きや

すさにつながっていると感じています。
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D.K. 私は、審査業務はずっと審査室で

書類とにらめっこしているという印象で

したが、企業との意見交換や展示会への

参加等、庁外での業務の機会が思ったよ

り多くありました。積極的に行動すれば

様々な場所で学びの機会が得られること

は入庁前の印象とは違う部分でした。

――印象に残っている研修・業務は何で

すか？

D.K. 直前の話と重なりますが、企業と

の意見交換のため、冬の北海道に赴いた

ことです。大雪が降っても無事業務を遂

行できるように計画を立てるのは大変で

したが、北海道という地域ならではのデ

ザインの課題を伺うことができ、大変勉

強になりました。他にも愛知、大阪、山

口、愛媛など、色んなところに出張に

行っています！

S.S. 私も出張したときの経験になりま

すが、デザイン史の教科書にも載ってい

るような有名デザイナーの事務所を訪問

したことが印象的でした。日本デザイン

のトレンド、海外デザインとの対比、ご

自身のデザイン観などについて、1～2

時間ほどお話を伺うことができ、意匠制

度に期待されている役割の大きさを自覚

して、身の引き締まる思いでした。

K.N. 私も企業との意見交換が印象に

残っています。令和元年の意匠法改正で

新たに保護対象となった建築物・内装の

意匠について、ユーザーがどんな思いで

権利を取得し、活用しているのかを伺っ

たことで、より良い権利をユーザーと審

査官で共創していくことの必要性を感じ

ました。

R.U. とある世界的な大規模イベントに

使われるデザインを、入庁して間もなく

審査したことが印象に残っています。創

作者にかかわらず意匠の分類が何なのか

で審査の担当者が振り分けられるので、

運次第ですが入庁したてでも超有名なデ

ザインの審査に携わることがあります。

Y.U. 私は自分が審査した商品がドラッ

グストアに売られていることが多くて、

見かけたときにはつい購入してしまうこ

ともあります（笑）

研修でいえば、語学研修は、通常であ

れば多額な費用を支払うようなハイレベ

ルな英会話レッスンを、研修の一環とし

て受講できたことがとても有り難いと感

じました。先日海外旅行に行った際も、

英会話スキルが役に立ちました。来年以

降は他の言語の研修も受けてみたいで

す！

――業務をしていて困難に感じたことは

何ですか？

Y.U. 初めて担当案件を拒絶査定にした

とき。自分の調査や判断によって出願人

が権利を取得できなくなってしまうこと

に大きな責任を感じました。法律や審査

運用を十分に理解した上で審査を行わな

ければならないため、自信を持って判断

を下すために調査をたくさんしました。

S.S. 私も担当案件を拒絶にするか登録

にするかの判断が難しいと感じます。判

断に迷った時は、指導審査官や決裁者に

相談して多角的な視点を得るように心が

けています。

K.N. 特に産業用機械器具のような今ま

で全く知らなかったものを審査するとき、

出願されてきた物品がそもそも何なのか、

どうやって使うのかなどを理解すること

に苦労しました。ですが、特許の文献ま

で調査範囲を広げたり、インターネット

で検索してみたりすることで新しい知識

を身につけることができて興味深かった

です。

――学生時代の勉強・経験が業務に活か

せたなと思ったのはどんな時ですか？

R.U. 建築を専攻していたので、立体把

握の能力と、あとはレポートを書いた経

験も業務に活かせていると思います。意

匠登録出願においては多くの場合図面を

用いて意匠の形態を表現します。審査を

行う上で、2次元の図面から脳内で立体

を想像する力が必要不可欠だと思います。

また、業務上大量の文章を書くことがあ

るので、レポートの作成に慣れている方

は苦ではないかもしれません。

Y.U. 自分の作品を講評してもらう時、

制作の意図や作品の特徴について説明を

求められることが多かったので、審査で

意匠の特徴などを指導審査官と共有した

り、文章に起こしたりするときに、その

経験が活かされているなと思います。

S.S. 立体把握でいえば、私の専攻は絵

画制作だったので、長年で培ったデッサ

ン力は、図面からその形状を立体的に把

握することに役立っていると感じます。

前後・左右・上下から見た図だけでは立

体を想像しづらい時には、自分で斜視図

を描いてみることもあります。

D.K. 皆さんと違う角度からの話になり

ますが、学生時代、試験勉強などをでき

るだけ計画的に進めてきた習慣が、審査

業務に活きていると思います。審査は自

分のペースで進められる反面、自ら計画

的に案件を管理して処理しなければ審査

が遅延してしまうということでもあるん

です。

――最後に、将来はどんな職員を目指し

たいと思うか、教えてください。

K.N. まずは、審査官補として自分の担

当分野の出願と真摯に向き合い、法律や

審査基準、内部システムなど多くの知識

も身につけて、一人前の審査官になりた

いです。将来的には、経験豊富な頼れる

職員になりたいと思っています。

D.K. 意匠審査がしたい！という思いで

入庁しましたが、意匠審査のみならず、

意匠に関する多種多様な業務には好奇心

をもって意欲的に取り組み続けられる職

員を目指しています。

Y.U. 公務員という職種の性質上、数年

毎に異動があり、多種多様な業務を行う

チャンスがあると思います。意匠という

軸は持ちつつ、審査以外の行政官として

の業務に携わることで、ゼネラリストと

して長期的に成長したいです。

S.S. 入庁してから現在まで、指導者に

恵まれているなと感じることが多いので、

将来は、私を導いてくださった指導審査

官のように審査知識が豊富な審査官に

なって、後進の育成に従事したいと考え

ています。

R.U. プロダクトや建築、グラフィック

等の狭義の意匠は、経営などを含む広義

のデザインに比べて前時代的といわれる

ことがありますが、時代の変化の中に

あっても狭義の意匠の変わらない価値を

伝えると共に、そのための意匠制度を柔

軟にデザインしていきたいと思います。
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意匠審査官には、デザインだけでなく、

法律に関する高度な知識も求められます。

そのため、入庁から審査官に昇任するま

での審査官補の期間には、法律や審査実

務の知識を学ぶための研修や指導審査官

による実務指導などの体系的な育成プロ

グラムが用意されています。これにより、

審査官に求められる基礎知識を習得する

ことができます。

また、審査官として更なるスキルアップ

に対応した研修メニューも充実しています。

主な研修の内容は以下のとおりです。

審査官補コース研修

入庁後の約3か月間をかけて、法令・

条約、審査実務の初歩的な知識を修得し

ます。この研修を修了すると、審査官補

に任用されます。

審査官コース研修（前期・後期）

審査官補の期間に、法令・条約、審査

実務の専門知識を前期（約2か月間）・

後期（約1か月間）の2回に分けて習得し

ます。この研修を修了すると、審査官に

昇任します。

審判官コース研修

審査官として実務経験を積んだ後、約

3か月間かけて、審判実務の専門知識を

習得します。この研修を修了すると、審

判官に昇任する機会が得られます。

語学研修

語学学校に通学するなどして、英語を

習得します。また、ドイツ語、フランス

語、中国語、韓国語などを学ぶこともで

きます。

法律研修

法律専門家による講演、大学法学部へ

の派遣聴講により、産業財産権法やその

周辺の様々な法律の知識を習得します。

技術研修

デザイナーによる講演、見本市への派

遣参加により、最新の製品やデザインに

関する知識を習得します。

留学制度

海外の大学に留学し、先端のデザイン

に関する研究を行います。

審
査
官
補
コ
ー
ス
研
修

審
査
官
コ
ー
ス
研
修

（
前
期
）

審
査
官
コ
ー
ス
研
修

（
後
期
）

指導審査官による実務指導（OJT）

語学研修

法律研修

技術研修

学歴等に応じて

2～4年間

充実した研修制度

入庁後の主な研修制度

働き方改革の推進

ペーパーレス化の推進

特許庁は、いち早くペーパーレス化に取り組んできた官公庁

の一つです。1990年には電子出願（自宅や会社のパソコンから

オンラインで出願する方法）を開始しており、現在、特許庁へ

の電子出願率は約94％に達しています。

意匠審査においても、近年ペーパーレス化をさらに進展させ

るべく、出願図面を印刷することなく審査を実施するための

ツールを内製開発したり、全員が3つの画面を使用しながら審

査できる環境を整える取組を行っています。

テレワークの推進

特許庁は、特にコロナ禍以降、テレワークを導入しています。

5類感染症移行後も、職員の多様な働き方を促進するため、引

き続きテレワークを推進しています。

意匠課・意匠審査部門では、現在も、ほとんどの審査官

（補）が週に約1～2回の頻度でテレワークを実施している状況

です。

テレワーク環境でも庁内外と密にコミュニケーションを取っ

て効率的に業務を進められるよう、オンライン会議システム等

を完備しています。このツールは、テレワーク時はもちろんで

すが、オンライン形式のセミナー・研修や会議に参加する際に

も日々活用しています。

フリーアドレス制の導入

現在、特許庁全体として、組織内の交流活性化や、スペース

の有効活用を目的として、執務室のフリーアドレス化を進めて

います。

意匠審査官が多く所属する意匠課・意匠審査部門でもフリー

アドレス制を導入しており、日々それぞれの業務内容に合った

座席で業務を行っています。例えば、電動昇降式の座席やオー

プンな会議スペース、オンライン会議用ブースなど（右側写真

参照）、多様な業務に対応した座席・エリアが用意されていま

す。

ワークライフバランス支援制度

特許庁全体として、仕事と家庭生活の両立を支援する制度が

多数あります。

例えば、フレックスタイム制や早出遅出勤務（始業・就業時

刻を変更）を利用して、ライフスタイルに合わせた勤務時間帯

を選択することができます。また、産前産後休暇、育児休業

（3歳未満の子の養育のため）、配偶者出産休暇といった休

暇・休業制度も充実しています。

意匠審査官の座席例

電動昇降式の座席例

会議スペース

オンライン会議用ブース

英国留学中の意匠審査官（左）

入

庁
（
4

月
）

審
査
官
補
に
任
用
（
7

月
）

審
査
官
に
昇
任



イベント情報
意匠審査官が参加予定の業務説明会・セミナーに関する情報

は、特許庁HPの「イベント情報」に随時掲載しています。

●イベント情報について

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/isho/event/index.html

主なイベントは以下のとおりです。

意匠サマー/ウィンタープログラム

業務紹介の他、審査業務演習や若手職員との座談会なども実施

する1day職場体験プログラムを、夏・冬の年2回開催していま

す。

セミナー型説明会（人事院等主催）

人事院主催、特許庁主催等の様々なセミナーで業務紹介を行

います。

個別業務説明

皆さんの興味に合わせて、意匠審査業務や意匠制度などに関す

る説明をマンツーマンで行う個別の業務説明を随時実施してい

ます。オンラインでも実施していますので、ご自宅からでも参

加できます。

個別業務説明に関するお問い合わせ先

特許庁 審査第一部 意匠課 企画調査班

TEL：03-3581-1101（内線2907）

E-mail：PA1530@jpo.go.jp

特許庁HP「イベント情報」

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/isho/event/index.html

特許庁HP「採用情報」

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/isho/saiyo-

info/index.html

特許庁HP「過去の試験問題について」

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/isho/saiyo-

info/kakomon.html

意匠審査官は、特許庁へ出願される様々な物品、建築物、画

像のデザイン（意匠）の審査を行う国家公務員です。また、審

査のほか、意匠に関する施策の企画立案、制度設計、国際業務、

広報・普及啓発、ITシステム開発など、活躍の場面は多岐にわ

たります。

意匠審査官になるには

特許庁で行う「特許庁意匠審査職員採用試験」（試験区分：

意匠学）（国家公務員採用総合職試験（大卒程度試験）相当）

を受験し、合格する必要があります。この試験の詳細について

は、以下の特許庁HPに掲載される「受験案内」をご覧ください。

●意匠審査官の採用について

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/isho/saiyo-

info/index.html

（参考）2024年度 特許庁意匠審査職員採用試験

○ 申込受付期間 2024年2月5日（月）～3月4日（月）

○ 第１次試験 2024年3月17日（日）

○ 第２次試験 2024年4月14日（日）

○ 第３次試験 2024年6月上旬

○ 試験地 東京都（※特許庁霞が関本庁舎）

試験に関するお問い合わせ先

特許庁 総務部 秘書課 任用第一係

TEL：03-3581-1101（内線2016）

採用後の処遇（2024年8月時点）

※ ( )書きは大学院修士課程修了者の場合の例（地域手当含む）

上記のほか次のような諸手当が支給されます。

勤務時間・休暇

勤務時間は原則として1日7時間45分で、土・日曜日及び祝日

等の休日は休みです。休暇には、年次休暇（年20日（4月1日採

用の場合、採用の年は15日）。残日数は20日を限度として翌年

に繰越し）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・出産・

忌引・ボランティア等）及び介護休暇があります。また、ワー

クライフバランス支援制度として、育児休業制度等があります。

勤務地

霞が関本庁舎（東京都）での勤務が基本となりますが、一時

的な出向等のため、霞が関本庁舎以外の場所（海外含む）に勤

務する可能性もあります。

採用実績

※（ ）内は⼥性の内数

Ｑ＆Ａ

Ｑ．意匠審査官のバックグラウンドを教えてください。

Ａ．意匠審査官（補）の学生時代の専攻は、デザインに限らず、

美術、建築、芸術学（美学や美術史）など様々です。

Ｑ．採用実績のある大学を教えてください。

Ａ．近年採用実績のある大学は、大阪市立大学、京都工芸繊維

大学、工学院大学、千葉大学、筑波大学、東京学芸大学、東京

藝術大学、東北大学、武蔵野美術大学、早稲田大学などです。

（大学名は50音順）

Ｑ．学部卒、院卒（修士卒、博士卒）で入庁後に違いはありま

すか？

Ａ．大学院等で研究に従事した期間を考慮して処遇が決定さ

れます。学部卒では入庁から4年後に審査官に昇任するのが

一般的ですが、修士卒は3年後、博士卒は2年後に審査官に昇

任することができます。審査官昇任後の業務内容、キャリア

パスに違いはありません。

Ｑ．過去の採用試験問題を入手することはできますか？

Ａ．過去の試験問題の一部は、特許庁HP「過去の試験問題につ

いて」で確認することができます。また、情報公開制度により、

過去5年分までは試験問題を取り寄せることもできます（有

料）。請求は、郵送または特許庁の情報公開推進室窓口で受け

付けています。

●過去の試験問題について

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/isho/saiyo-

info/kakomon.html

●特許庁の情報公開へようこそ

https://www.jpo.go.jp/news/kokai/jpo-jouhou/index.html

情報公開に関するお問い合わせ先

特許庁 総務部 秘書課 情報公開推進室

TEL：03-3581-1101（内線2767）

採用年度 2022年度 2023年度 2024年度

意匠学 2（1） 3（2） 3（3）

給与
行政職俸給表（一）

２級１号俸
（２級11号俸）

249,600円
（268,920円）

扶養手当 扶養親族のある者に、子月額10,000円等

住居手当
借家（賃貸のアパート等）に住んでいる者
等に、月額最高28,000円

通勤手当
交通機関等を利用している者に、１箇月当
たり最高55,000円

本府省業務
調整手当

本府省内部部局の業務に従事する者
（8,800円：行政職（一）２級の定額）

期末手当
・勤勉手当

１年間に俸給等の約4.5月分

表３（裏表紙裏）

東京都千代田区霞が関3-4-3

●丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ケ関駅」A13番出口
●丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前駅」3番出口

●銀座線「虎ノ門駅」5番出口

●南北線・銀座線「溜池山王駅」8番出口

●日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」A2a番出口

採用情報

経済産業省 特許庁 ｜ 意匠審査官 採用案内
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